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「第４２８回 判例・事例研究会」 

 

テーマ：国税関係書類のスキャナ保存 

 

日   時 令和７年３月２６日 

場   所 湊総合法律事務所 第１会議室 

報 告 者 弁護士 沖 陽介 

 

紙の領収書･請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子

データを保存することができる。 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf 

 

スキャナ保存するにあたり必要な規程等 

① スキャナによる電子化保存規程 ※重要書類用 

② 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類 ※一般書類用 

 

重要書類：資金や物の流れに直結・連動する書類 

     例）契約書、領収書、預かり証、借用証書、預金通帳、小切手、約束手形、有価証券受渡計

算書、社債申込書、契約の申込書（定型的約款無し）、請求書、納品書、送り状、輸出証明書 

一般書類：資金や物の流れに直結・連動しない書類 

     例）検収書、入庫報告書、貨物受領証、見積書、注文書、契約の申込書（定型的約款有り） 

 

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 

第２条（国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等） 

６ 法第四条第三項の規定により国税関係書類（同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条にお

いて同じ。）に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者

は、次に掲げる要件（当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提

出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号（ロ及びハに係る部分に限る。）に掲

げる要件を除く。）に従って当該電磁的記録の保存をしなければならない。 

一 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。 

イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。 

ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速

やかに行うこと（当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規

程を定めている場合に限る。）。 

７ 法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の

保存に代えようとする保存義務者は、当該国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類（以下この項

及び第九項において「一般書類」という。）に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、

前項第一号及び第三号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録

の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類（当該事務の責任者が定められているものに

限る。）の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf
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場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ（２）中「赤色、緑色及び青色の階調が

それぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とある

のは「若しくは受領後速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やか

に当該」とあるのは「速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項

第四号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プ

リンタ」とする。 

 

 


